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塩　原　俊　彦

はじめに

　ソ連時代の工業部門別管理機構において、1973年３月２日付ソ連共産党中央委員会およ

びソ連閣僚会議決定「工業管理の一層の改善に関する若干の施策」により、「企業合同」と

「部門連合」の設立や制度化が決定されたことは周知の通りである(1)。「企業合同」は「従来

工業管理機構における基礎単位であった自立企業を統合し設立された多工場企業」であり、

「部門連合」は「グラフクという工業省の総管理局に代わる中間管理機関として設置される企

業連合体」で、統合の程度に差があるとはいえ、ともに一種の「企業集団」と考えられる(2)。

このうち、企業合同が工業販売高に占める割合は1989年に、57.9% にまで達した（表１）。企

業合同に従属する企業を含む、企業合同、コンビナート、企業といった工業部門の基礎単位

の数は1989年に45,895だったが、企業合同は4,689にすぎない。工業の基礎単位数の10.2%

でしかない企業合同が工業販売高の６割近くを占めていたことになる。つまり、社会主義経

済体制下にあって、企業集団の役割はきわめて大きかったといえる。

　こうした企業集団は、「個人労働活動」と呼ばれる個人営業や、自主管理の復権をねらっ

た新生協同組合の設立が認められた、1987年以降の市場導入の試みにおいて、さらに、ソ

連崩壊後の市場経済への本格的移行の過程で、大きな変質を迫られた。部門別工業省の解体

や個別企業の私有化は企業合同や部門連合を「上」と「下」から揺さぶった。その過程にお

ける変化を考察するのが本稿のねらいである。というのは、「金融産業グループ」（Financial-
Industrial Groups、FIGと略）もこの過程で、企業統合の延長線上で設立されたものとみな

すことができるからである。本稿の目的は、こうした企業統合の「連続性」を企業統合の歴

史的側面から明確化することにある(3) 。そのために、本稿では、まず、FIGを定義し、その

うえで、企業統合の歴史的変遷の分析を通じて工業管理機構の再編や「銀行」の編入の問題

を考察する。最後に、こうした「連続性」を「投資資金」の確保の観点から位置づけたい。

1 この問題については西村（1976）、36-50頁、西村（1985）、166-170頁を参照。

2 西村（1985）、166、168頁。なお、ここでは、企業合同のなかに、「科学生産合同」と呼ばれ

る企業集団も含めている。

3 企業統合の連続性を検討する場合、1970年代や1980年代ごとに詳細な検討を要するが、ここ

では、「国有企業法」（1987年）以降の連続性に絞って考察するにとどめたい。



－192－

塩原俊彦

1.金融産業グループの定義

　ロシアの学者はFIGをさまざまに定義している。ここでは、まず、歴史的な経緯に注目し

て、二つの論点に分けて、ロシアの学者の見解を検討するところからはじめたい。第１の論

点は「FIGが商業組織を含むか否か」という点である。この論点は1993年12月５日付ロシ

ア連邦大統領令「ロシアにおける金融産業グループの創設について」によって、政府への登

録という形で政府公認のFIG、いわゆる「公式型」FIGが成立する前の段階での議論であっ

た(4)。具体的には、まず、クリコフ、ラティシェワ、ニコラエフの議論がある(5)。かれらは、

FIGは「単一の技術連鎖にある企業の関心を結合する」として、まず、工業企業間の統合を

前提に、そこに銀行や商業機関も参加できると考えている。さらに、ミンガゾフも、「産業、

商業、信用銀行の資産の集中化、集権化、統合に基づいて」、FIG が設立されると考えてい

る(6)。FIGは生産（企業、コンツェルン）、金融（自己の投資銀行、投資・年金・保険ファン

ド、証券ブローカー）、商業（商社、対外貿易会社など）という三つの構造を統合した形態

とみなしている。

　このように、公式型FIGが設立される以前の段階では、FIGに工業企業、銀行が含まれる

のはもちろんだが、商業組織も含まれるとする見解が多い。もちろん、公式型 FIG 設立後

も、たとえば、工業管理論の権威であるミリネルは、1994年末の論文で、FIGの構成に「技

術的に関連した工業企業、科学調査組織、商社、銀行、投資ファンド」が入ることを前提

に、FIG 成立の基本原則として、「グループに入っている経済単位の科学生産、金融、商業

の潜在力を合同すること」をあげている(7)。このため、ここでも「産業、商業、信用銀行の

資産の集中化、集権化、統合に基づいて」、FIGが形成されるとみなしている。クレイネル、

ナグルドナヤの見解でも、FIG を「金融資本と産業資本の統合」の形態ととらえたうえで、

FIGのより完全な構成として、生産企業、科学調査会社、銀行、投資ファンド、トラスト会

社、保険組織、商業企業、輸送組織を想定し、FIGの形成に決定的なのは「商業生産機関と

金融信用機関のFIGへの共同参加である」と指摘している(8)。

　FIGを工業企業と銀行だけでなく、商業組織をも含んだ統合と理解する第１グループの見

解は、1992年11月16日付ロシア連邦大統領令の付属文書である「国有企業の株式会社への

改組に際して創設される持株会社に関する暫定規程」の第２項の４で、政府が持株会社の設

立時点で、持株会社の資本金の少なくとも25%を超える持ち分を有している場合、生産財や

消費財の商業の部面での持株会社の設立が禁止されたことに関係している(9)。この規定は曖

昧で、持株会社の子会社であれば、商業組織を傘下にもてるのか、判然としない。この点に

関連してミンガゾフは、持株会社は「金融や生産の構造だけでなく、商業構造もまた会社内

4 「公式型」FIGについては塩原（1998a）、（1997）を参照。

5 Ç. äÛÎËÍÓ‚, É. ã‡Ú˚¯Â‚‡, Ä. çËÍÓÎ‡Â‚ (1993). ë. 14-27.
6 ï. åËÌ„‡ÁÓ‚ (1993). ë. 50-60.
7 Å. åËÎ¸ÌÂ (1994 a). ë. 54-64.
8 É. äÎÂÈÌÂ, ç. ç‡„Û‰Ì‡fl (1995). ë. 25.
9 ïÓÎ‰ËÌ„Ë (1994). ë. 127. 農業生産、農業生産物加工、輸送などの活動部面での持株会社の設

立も容認されていない。
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に含まれているコンプレクスに基づく」収益性の高い自主的な会社でなければならない、と

主張しており、これは持株会社が実際には、商業組織を下部組織としていない現状を暗示す

る記述とみられる(10)。だからこそ、商業組織を含む企業統合形態としてのFIGの重要性を強

調しているわけである。

　こうした主張は1995年11月30日付のロシア連邦金融産業グループ法の第３条第３項で、

「FIG 参加者のなかには、必ず商品・サービス生産分野で活動する組織、同じく銀行ないし

その他の信用組織が存在しなければならない」という規定に反映されている(11)。これは、上

記の諸見解が公式型 FIG だけを FIG とみなすことになりかねないことを意味している。し

かし、公式型 FIG だけを FIG とする見解は少数意見にすぎない。

　第２の論点は公式型 FIG 設立後、主張されるようになった「公式型 FIG の位置づけ」を

めぐる問題である。FIG の定義のなかで、公式型 FIG をどう位置づけているかに注目する

と、政治テクノロジーセンターとミハイロフはともに、FIGが1993年12月５日付のロシア

連邦大統領令に基づいて生まれたとの見解をとっている(12)。とくに、前者は国家に登録され

る企業統合形態である金融産業グループのみを FIG とし、大規模な銀行ないし生産部面の

企業を中心に形成される企業統合形態を「金融産業コングロマリット」と呼んでいる。

　一方、モフセシャンはFIGを、「銀行資本と産業資本の統合」の形態ととらえ、FIGには、

国家公認の「法律に基づいたFIG」と公式に登録されていない「事実上のFIG」とがあると

した(13)。マカレヴィッチも、FIG には、法律に基づく公式の FIG と、そうでない非公式の

FIGの２種類があるとしており、いずれも「銀行資本と産業資本の統合」という見解をとっ

ている(14)。デメンチェフのように、広義のFIGを「産業資本と金融資本の比較的安定的な協

力と相互誠意のあらゆる形態」としたうえで、「長期的な協業・信用・株式関係に関連づけ

られた信用金融組織（銀行、リース、保険会社、年金・投資ファンド）、工業・商業会社の

総体」と定義する一方で、狭義の FIG はロシア連邦法令基準を満たす「産業構造と金融構

造の統合形態」と規定する学者もいる(15)。

　これに対して、公式型FIGが設立されて以降の段階でも、あえて公式型FIGに言及せずに

FIGを定義している諸説もある。たとえば、市場問題研究所の見解では、FIGの「先駆け」と

して、1987年以降に現れたコンツェルン、アソシエーション、コンソーシアム（こうした

企業集団については後述）をあげ、さらに、金融機関が拡張して生まれたものや、形成され

つつある金融部門と産業部門の企業の「緩やかな」結合によっても現われると考えている(16)。

スタロドゥブロフスカヤの見解では、一般にFIGが「国家の庇護のもとで形成される組織」

であると理解されているとしたうえで、FIGを「調整的経済活動の実施や経済の構造的ペレ

10 ï. åËÌ„‡ÁÓ‚ (1993). ë. 55-56.
11 îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚ ‚ ê ÓÒÒËË (1996). ë. 169.
12 îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó–ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚ Ë ÍÓÌ„ÎÓÏÂ‡Ú˚ (1997). ë. 7-258. およびÑ. åËı‡ÈÎÓ‚

(1997). ë. 120-130.
13 Ä. åÓ‚ÒÂÒflÌ (1997). ë. 8-443.
14 ã. å‡Í‡Â‚Ë˜ (1997). ë. 5-350.
15 Ç. ÑÂÏÂÌÚ¸Â‚ (1998). ë. 6-102.
16 ê‡Á‚ËÚËÂ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ êÓÒÒËË (1994). ë. 3-16.
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ストロイカのカギを握る課題解決のための工業企業と金融機関の合同」とみなしている(17)。

さらに、レンスキー、ツヴェトコフは、まず、FIGを「工業企業の信用金融機関とのあらゆ

る合同」と広義にとらえ、そのなかに FIG やコンツェルン、コンソーシアムも含まれると

したうえで、両者とFIGとの相違に注目している(18)。コンツェルンでは、構成企業が筆頭企

業の統一的な金融コントロール下におかれ、構成企業の自律性が薄れるのに対して、FIGは

集中化された管理に基づく責任の分担や構成企業間の平等の権利が前提とされ、FIGの中心

企業による構成企業との調整がはかられるという。そのため、FIGはコンソーシアムに近い

が、コンソーシアムが一定期間、持ち分に基づいて課題解決のために組織された形態である

のに対し、FIGは株式に基づいて組織された長期的で安定的な形態を意味しているという。

  実態にそくして考えると、工業企業と銀行が統合した、政府に登録されていない企業集団

が多数、存在する。たとえば、ガスプロムグル－プ、マポグループ、オネクシム銀行グルー

プなどがそれである(19)。したがって、FIGを、公式・非公式型FIGを含む「銀行などの金融

機関と工業・商業企業などの統合形態」と広義に解釈し、そのうえで、適用範囲の決定が難

しい非公式型 FIG をどの範囲まで認めるかを問題にする方が実態に合っていると考えられ

る。ただし、これだけの定義では、FIGの範囲がきわめて広くなってしまう。このため、政

治テクノロジーセンターのように規模の大きなFIGについては、「金融産業コングロマリッ

ト」とする方が妥当だと思われる。それでも、本稿では、広義の解釈のまま議論をあえて進

めたい。議論が重層化して、限られた紙幅では十分ではないためである。また、「統合形態」

についても、その統合の程度を、統合の程度や管理の厳格さが高い順に、「国家所有に基づ

く経済単位の「直接的行政的従属」>「コーポレーション」（雇われた経営者に管理機能を

集中させた法人）所有に基づく経済単位の統合 > 持株会社 > 株式の相互持ち合いに基づく

統合 > 契約に基づく協同組合 > 個別機能ないし活動種類ごとの部分的な協同組合 > 共同活

動についての義務的でない合意に基づく統合」 —とみるモフセシャンの見解もあるが、紙幅

の関係でこれ以上は立ち入らない(20)。ここでは、FIGを広義に解釈することで、多様なFIG
を少しでも広範に対象とするために、一応、モフセシャンのいうすべての統合形態を含めて

FIGの統合形態として理解したい。こうすれば、国有企業の集団についてもFIGという概念

を適用できることになる。すなわち、コンツェルン、アソシエーション、コーポレーション

といった企業統合の形態と関連している上記の最初の二つの統合も FIG として認められる

ことになる。

17 à. ëÚ‡Ó‰Û·Ó‚ÒÍ‡fl (1995). ë. 135-146.
18 Ö. ãÂÌÒÍËÈ, Ç. ñ‚ÂÚÍÓ‚ (1997). ë. 8-143.
19 非公式型FIGの実態については、塩原（1998a） 、塩原（1998b） に詳しい。

20 Ä. åÓ‚ÒÂÒflÌ (1997). ë. 190-191.
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2.企業統合の歴史的変遷

(1)工業管理機構の改革

（イ）国家生産合同

　上述したFIGの形成過程を、ここでは、ソ連末期の工業管理機構の改革と関連づけて論

じることにする。ソ連の工業管理機構は1973年についで、1987年以降に大きな転機を迎え

た。その第一歩になったのは、1987年６月30日付の『国有企業（合同）に関するソ連法』

（『国有企業法』と略)の制定である(21)。この法律では、企業合同が企業と同等に扱われ、第

１条第２項の「企業は法人であり、権利を行使し、その活動に伴う義務を遂行し、全人民

的所有の分離された一部を有し、自主的バランスを保有する」との規定が企業合同にも適

用されることになった。企業合同の位置づけが法律のレベルで明確に規定されたことにな

る。

　さらに、ほぼ同時期の1987年７月17日付ソ連共産党中央委員会およびソ連閣僚会議決定

「新経営条件下の物的生産部面の省庁活動のペレストロイカについて」（「決定・省庁活動の

ペレストロイカ」と略）では、『国有企業法』に対応する工業管理機構の再構築が規定され

た(22)。すなわち、『国有企業法』で、企業自主性の拡大の方向性が打ち出されたのに呼応し

て、肥大化した管理機構の簡素化が追求されたのである。第８項では、部門管理の中間環節

である「部門連合」の廃止と、省庁のいわゆる「２環制」への移行とが打ち出された。その

一方で、第７項では、「新しい大規模組織」として「国家生産合同」の形成が妥当とされた。

この国家生産合同については、1987年９月23日付ソ連閣僚会議で承認された「国家生産合

同に関する規程」によって、その組織方法などが規定された(23)。それによると、国家生産合

同は部門別、部門間、地域の課題の効率的解決を目的とする新しい管理組織で、この構成に

含まれうるのは、企業合同、研究組織や建設・輸送・販売・商業組織などである。

　ところが、1988年４月２日付ソ連閣僚会議決定「国家生産合同形成の諸問題」で、上記

の「国家生産合同に関する規程の承認」の無効が決定された（第２項）。また、「決定・省庁

活動のペレストロイカ」の第７項における、国家生産合同は「単一の生産経営コンプレクス

として省庁によって設立される」との規定が廃止され、国家生産合同が「その構成に入って

いる対等のパートナーである企業、合同および組織の合意と関心を伴って、もっぱら自発的

基礎のもとに設立されうる」と改正されることになった（第１項）(24) 。というのは、一つに

は、国家生産合同は廃止される部門連合と同じく、省と企業の間に位置する「中間環節」で

あり、「決定・省庁活動のペレストロイカ」の管理機構の簡素化という目的に逆行する面が

21 『国有企業法』は筆者の修士論文「ソ連企業の『自己金融』方式に関する一考察」の115-141

頁に全訳を所収した。

22 ëÓ·‡ÌËÂ (1987). ë. 795-809.
23 ëÓ·‡ÌËÂ (1987). ë. 995-1008.
24 「国家生産合同形成の諸問題」の１項では、『国有企業法』の第７条に、国家生産合同の規定

があるとされているが、これは「決定･省庁活動のペレストロイカ」の７項の誤りである。公

式文書の誤りはきわめて珍しい。
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あったからである。また、国家生産合同の省庁主導による設立が可能とされたことから、省

庁が管轄企業を選別しはじめ、工業管理機構が揺らぐ事態にもなったからである(25)。

　この「決定・省庁活動のペレストロイカ」は工業管理機構の改組の基本方式を定めたもの

であり、重要な意義を有している。というのは、この決定に基づいて、省向けの課題が定め

られ、企業合同や企業などの選別が開始されたためである。たとえば、重・エネルギー・輸

送機械製作省の場合、11の国家生産合同を形成することになったほか、「省－国家生産合同、

企業合同、企業、組織」という２環制に移行し、省が直接、管理する対象数が101から54と

ほぼ半減することになった(26)。

（ロ）コンツェルン、アソシエーション、コンソーシアム

　ところで、1989年８月３日付で成立した『国有企業（合同）に関するソ連法の修正・追

加の導入に関するソ連法』の第３項で、『国有企業法』第５条第７項として、つぎのような

規定が追加された(27)。「省庁の所属から独立した、企業、合同および組織は自主的に、契約

原則のもとに、コンツェルン、コンソーシアム、部門間国家合同、国家生産合同、さまざま

のアソシエーション、および、協同組合や外国会社と設立された合弁企業の参加を含む、そ

の他の大規模組織構造を設立することができる」というのがそれである。

　これはすでに設立されていたさまざまの企業集団を法律上、追認するものであった。さら

に、こうした既存の企業集団の制度化の動きは、1990年６月４日付の『ソ連企業に関する

ソ連法』（『企業法』と略）でも変わらず、第３条第１項で、企業は「連盟、経営アソシエー

ションおよび部門ごと、地域ごと、ないし他の原則ごとのその他の合同」に自発的原則のも

とで合同されうる、と規定された(28)。しかし、『企業法』の段階では、企業合同からの離脱

が明文化されたほか、企業合同の設立における反独占的要求の考慮（第３条第１項）、企業

合同の参加企業の決定に基づく清算(第３条第５項)の規定が与えられるなど、企業合同と企

業とを同一視していた『国有企業法』と比べて、『企業法』は市場経済の要請と企業自体の

重視の姿勢を示す一方、企業合同に消極的姿勢を示している。

　ここで、ミリネルの整理にしたがって、上述した各種の企業集団の概念をまとめると、表

２のようになる。まず、コンソーシアムは所定の課題遂行後、活動を停止するため、コン

ツェルンや経営アソシエーションと決定的に異なっていることがわかる。しかし、コンツェ

ルンと経営アソシエーションとの相違については、必ずしも判然としていない。

　つぎにこうした各種企業集団について比較的詳しく整理しているザポリスキー論文によれ

ば、その特徴はつぎの通りである(29)。

　①コンツェルンもアソシエーションも参加者の自発性による設立を前提としているが、国

家管理機関による発意を否定しているわけではなく、国家コンツェルンとして、ノリリスク

ニッケル、ガスプロム、建設資材コンツェルンがソ連閣僚会議によって設立されたほか、国

25 à. ìÏ‡ÌÓ‚ (1994). ë. 14.
26 ã. ÅÓÌ‰‡¸ (1989). ë. 4.
27 ëÔ‡‚Ó˜Ì‡fl è‡‚Ó‚‡fl ëËÒÚÂÏ‡ “ÉÄêÄçí” 4. 0.
28 ëÔ‡‚Ó˜Ì‡fl è‡‚Ó‚‡fl ëËÒÚÂÏ‡  “ÉÄêÄçí” 4. 0.
29 ë. á‡ÔÓÎ¸ÒÍËÈ (1990). ë. 58-66.
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家アソシエーションとして、国家農化学アソシエーションや建設資材工業国家アソシエー

ションが設立された(30)。

　②コンツェルンは生産経営機能の大部分を集中化し、同指導部のコントロールのもとで、

統一した生産・技術・経済政策を実施する。このために、「集中金融フォンド」と呼ばれる

資金をコンツェルンに蓄積できる(31)。

　③部門間国家合同もコンツェルンとしばしばみなされるが、部門間国家合同の特徴は部門

別管理機関を自主管理に転換する目的で設立され、エネルゴマシ、テクノヒムなどの部門間

国家合同は省の集中フォンドや予備への控除を行わなくてもよい権利を有することである。

また、部門間国家合同には、コンツェルンにみられるような管理の高度の集中化はみられな

い(32)。

　④アソシエーションは大多数が法人であり、投資・予備・その他の「金融フォンド」を形

成するという意味で、コンツェルンに似ているが、いくつかの生産経営機能だけが集中化さ

れる傾向がある(33)。たとえば、輸出業者のアソシエーションはその典型である。

30 ガスプロムは1989年８月８日付ソ連閣僚会議決定「国家ガスコンツェルン《ガスプロム》の

形成について」によって、自らのバランスシートを有する法人として国家ガスコンツェルン･

ガスプロムの設立が決定され、同年11月18日付のソ連閣僚会議決定では、国家ガスコンツェ

ルン《ガスプロム》の定款が承認された。同年10月11日付ソ連閣僚会議決定「建設資材のコ

ンツェルンおよび建設資材工業国家アソシエーションの組織化について」では、セメント、

アスベストなどの生産に関するコンツェルンや、非金属鉱の採掘･生産に関するコンツェルン

の形成が決定された（第１項）。同時に、建設資材工業国家アソシエーションの形成も認めら

れた（第３項）。国家アソシエーションとしては、ほかにも同年８月５日付ソ連閣僚会議決定

「国家農化学アソシエーション形成について」で、肥料工業の企業などを合同する国家農化学

アソシエーション（アグロヒム）の形成が決められ、法人としてのアグロヒムの活動が認め

られた（第１, ２項）。なお、コンツェルン･ノリリスクニッケルも1989年のソ連閣僚会議で

設立が決定したが、その決定を確認することはできなかった。

31 たとえば、ガスプロムの構成に含まれている、ガス供給統一システムのなかで活動する企業

の場合、地方予算への利潤控除後、物的奨励フォンドと社会発展フォンドを形成し、残りの

利潤と減価償却控除は所定の割合でコンツェルンに蓄積される。この資金を使って、コン

ツェルンは連邦予算への利潤控除や、集中投資を行う。

32 たとえば、科学生産合同《クヴァント》の場合、省から独立したコンツェルンを設立するた

め、その第一歩として、1988年７月、同合同などからなる部門間国家合同を形成し、その全

参加企業は「部門別の従属」から離脱して、省の集中フォンドへの納付金を停止したという

（Ä. ÉÛ‰ËÎËÌ (1989). ë. 13-18. ）。

33 アソシエーションについては、1989年10月21日付でソ連閣僚会議経済改革国家委員会によっ

て採択された「社会主義企業のアソシエーションやその他の自発的合同形態の設立に関する

推奨」があるが、その内容については調査できなかった。なお、英語では、企業合同を

「production associations」と訳すケースがみられる（J. Berliner (1988), pp. 105-106, 110, 111,
116, 134, 135.）。一方、ノーヴは「合同」を「associations」と訳すことに抵抗し、ロシア語の

「合同」を意味する「obyedineniya」をそのまま使用している（A. Nove (1986), pp. 70-72. ）。こ

のように、「アソシエーション」という用語事態が混乱を引き起こす要因となっている。
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　⑤コンソーシアムは特定の課題解決のための企業の連合で、課題達成後には活動を停止す

る。「部門間科学技術コンプレクス」と呼ばれる、省庁の所属を維持したまま、研究所、実

験企業などが参加する法人とコンソーシアムは類似している。

　⑥連盟は参加者の集団的所有に基づく自主的経営組織である。

　しかし、ザポリスキーの分類によっても、コンツェルンとアソシエーションの違いなどが

判然としない。

　このように各種企業統合形態の区別が不分明な結果、コンツェルンやアソシエーションの

設立数の数え方にも問題が生じているように思える。たとえば、表３と同じソ連統計国家委

員会のデータでも、1990年（時点は不明）の企業集団別の設立件数が、コンツェルン126、

部門間国家合同54、コンソーシアム100以上、アソシエーション約1,500、地域の部門間合

同102という文献もある(34)。さらに、1989年10月29日付「トルード」紙に掲載されたソ連

統計国家委員会のデータでは、59のコンツェルン、80のコンソーシアム、27の株式会社な

どがその掲載時点の前の段階で機能していたとされる(35)。これらの数字に整合性があるとは

思えない。

　それゆえ、ボンダリとボカレワが指摘するように、「ソ連統計国家委員会が伝えたコン

ツェルン、アソシエーションの大部分は、『流行する名称』をかりた、単に部門別の企業合

同や科学生産合同にすぎない」と考える方が妥当と思われる(36)。かれらは、ガスプロムはガ

ス工業省、ノリリスクニッケルは冶金工業省、国家農化学アソシエーション・アグロヒムは

化学肥料工業省の「看板の付け替え」にすぎないと考えている(37)。コンツェルン・ガスプロ

ムは全国のガス供給に責任をもち、『国有企業法』で集権制の中核をなしていた生産課題に

代わって導入された「国家発注」を傘下の企業に配分する役割も果たす。そのため、ガス工

業省と変わらないというわけである。これに対し、ガスプロムのヴャヒレフはガスプロムの

参加グループには、ガスの採掘、加工、輸送の間断のないサイクルに入っている企業と、研

究・企画・修理などの企業・組織があり、前者は巨大投資のために資金の集中化を必要と

し、後者はコンツェルンから離脱でき自発的に参加することになったと主張した(38)。

　一方、ミリネルは省の経営指導システムに代替できる「構造」がまだ確立できていないと

認め、企業合同、部門間国家合同といった名称に混乱があり、「ときどき、古い組織が新し

い名称で機能している」とのべた(39)。省からコンツェルンなどに変化したようにみえても、

管理者は同じ官僚であり、管理方法に根本的な変更が望めないためである。

　その理由は、『国有企業法』以後の企業の自主性向上への取り組みが省庁レベルの管理機

構の抜本的変革を迫った過程で、省庁や部門連合などが既得権益を保護するためにコンツェ

ルン、アソシエーションなどに改組されたにすぎないからである(40)。しかも、国家農化学ア

ソシエーション・アグロヒムについては、その形成を決めたソ連閣僚会議決定の第６項で、

34 Ö. ÄÂÙ¸Â‚ (1991). ë. 22.
35 ã. ÅÓÌ‰‡¸, å. ÅÓÍ‡Â‚‡ (1990). ë. 23.
36 ã. ÅÓÌ‰‡¸, å. ÅÓÍ‡Â‚‡ (1990). ë. 23.
37 ã. ÅÓÌ‰‡¸, å. ÅÓÍ‡Â‚‡ (1990). ë. 23-24.
38 ê. ÇflıËÂ‚ (1990). ë. 66-71.
39 Å. åËÎ¸ÌÂ (1990). ë. 51.
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アグロヒムに商業銀行を設立することが妥当とされ、後述する工業企業と金融機関との統合

という FIG の条件を有していた。ガスプロムについても、資源の効率的利用のため、商業

銀行が設立されることになっていた(41)。

（２）新生ロシア時代の FIG と銀行「設立」

（イ）公式型 FIG 創設まで

　ロシア共和国では、1990年３月の選挙の結果、急進改革派が議会で優勢になり、1991年

７月には、『ロシアソビエト連邦社会主義共和国における国有および公有企業の私有化に関

する法律』（『ロシア私有化法』と略)が制定された。1991年８月の「クーデター」失敗後、ソ

連の崩壊と共産党の解体が急速に進むなかで、エリツィン大統領は同年10月28日のロシア

人民代議員大会で、資本主義市場経済への移行の路線を明らかにし、1991年12月29日付大

統領令で「1992年度私有化プログラム基本規程」が承認された(42)。

　企業統合の観点から、とくに注目されるのは『ロシア私有化法』第８条第４項で、「合同

（アソシエーション、コンツェルン）に入っている企業、あるいは、国家管理機関や地方の

行政機関の管轄下にある企業を基礎として、ロシア連邦反独占・新経済構造支援国家委員会

の合意をえて、隣接企業の協業化を助成するために、持株会社が設立されうる」と規定され

た点である(43)。つまり、コンツェルン、アソシエーション、企業合同の参加企業を中心に、

持株会社を設立させる方向性が示されたことになる。

　さらに、同項では、「合同、アソシエーション、コンツェルン、省庁を基礎とする持株会

社の形成方式に関する規程はロシア連邦最高会議によって承認される」とされたが、実際に

は、1992年11月16日付のロシア連邦大統領令「国有企業の私有化に際しての産業政策実現

に関する措置」の第７項で承認された、「国有企業の株式会社への改組に際して設立される

持株会社に関する暫定規程」で、持株会社設立時にその資本金に占める国家所有の割合が

25%を上回る全持株会社を対象にした規定が生まれた(44)。

　この規定にしたがって、ロスネフチ、トランスネフチ、トタンスネフチプロダクト、ルク

オイル、ユコス、スルグートネフチガス、ロッシースカヤ・メタルルギヤ、ガスプロム、ロ

シア統一エネルギーシステム、スヴャジインヴェスト、高速幹線、ノリリスクニッケル、ト

ヴェルが持株会社となった(45)。このなかには、国家コンツェルンだったガスプロムやノリリ

スクニッケルが含まれている。２社とも、「ロシア株式会社」という形態に改組されたが、

国家が一定の株式を保有する「ロシア株式会社」であったのは、ロスネフチ、ロシア統一エ

ネルギーシステム、高速幹線も同じだった。このように大規模な国有企業を逸早く株式会社

40 紙幅の関係で詳述しないが、省庁や部門連合などの改組・再編については、 Ç. ôÂ·‡ÍÓ‚
(1989). ë. 41-50 が詳しい。

41 ê. ÇflıËÂ‚ (1990). ë. 69.
42 私有化の記述は西村（1995）、202-209頁を参考にした。

43 ïÓÎ‰ËÌ„Ë (1994). ë. 50.
44 ïÓÎ‰ËÌ„Ë (1994). ë. 126.
45 Ç. ÑÂÏÂÌÚ¸Â‚ (1997). ë. 10.
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化し、「ロシア株式会社」や「国家持株会社」などの株式会社形態をとったのは、旧部門別

省庁が表面上、市場経済への移行に順応しながら、私有化される企業に対する国家コント

ロールを確保するねらいがあった(46)。

　しかし、持株会社などによる企業統合は必ずしもうまくいっていない。第一に、私有化と

同時に、こうした企業集団化を推進しようとした点に困難があった。ロシアでは、株式会社

化に際して、企業従業員の優遇措置の結果、企業の定款資本の51%までの普通株を優先的に

購入できる従業員優遇措置（いわゆる第２バリアント）を選択した企業が全体の4分の3以

上に達した(47)。これは企業管理者と従業員がアウトサイダーによる株式取得を恐れた結果で

あり、これが企業集団化にとって障害になる場合が生じた。さらに、「私有化小切手方式」

と呼ばれる小切手配布による私有化がこの傾向に拍車をかけた。同方式は1992年10月１日

からはじまったもので、額面価格１万ルーブルの小切手を全市民に無償配布して、国有企業

の株式や資産の購入、投資ファンドの株式の購入などにあてさせる試みだった。アウトサイ

ダーによる企業取得を嫌う企業経営者と従業員はこの小切手を自社株購入用に使用するケー

スが多かったのである。1993年の11カ月間に実際に使用された4,000万枚の小切手のうち、

約半分が企業従業員集団による自社株購入用であったと推測できるといわれる(48)。そのため

に、持株会社を設立しても、その傘下の企業の株式を持株会社に集中管理できない状況が生

まれた。

　第二に、ハイパーインフレの発生、共和国間連関の切断、国家発注の急減、資材補給の困

難、運転資金不足の問題の発生などが生起し、その問題解決に終始せざるをえなかった。こ

うした混乱の初期段階では、混乱自体が持株会社の設立を阻害する方向に働いたと考えられ

る。しかし、上記の問題が未解決のまま持続することで、これは企業の集団化を促す要因と

もなったのである。

　そうした問題が端的に現れた国防産業などでは、ソ連時代からの企業間の資材機械補給・

生産・販売関係を維持し、資金面の手当も可能な企業集団の必要性が実感されるようにな

り、企業統合問題が浮上したのである。また、公式型 FIG 制度が創設されれば、国家から

大きな支援を期待できるという面もあった。経済学者のジェリャーギンは「多くの FIG は

（ソ連時代の：引用者注）『連邦省モデルに基づいて』設立された、すなわち、国家からの援

助をもらうために努力を結集するための団体にすぎない」と、公式型 FIG の本質を看破し

ている(49)。

　以上のような事態の推移を背景として、1992年の段階で、国防省や国防産業国家委員会

などが FIG の支持者として登場し、産業政策国家委員会（当時）も FIG 制度の確立を支持

していた(50)。そして、1993年８月25日には、連邦政府・閣僚会議指令として、「株式化され

た工業会社および金融産業グループの組織化助成に関する省庁間委員会規程」が承認され

た。その委員会でFIGの創設準備が進められた。さらに、同年12月５日付ロシア連邦大統

46 ç. åËÎ¸˜‡ÍÓ‚‡ (1997). ë. 20-21.
47 西村（1995）、211頁。

48 西村（1995）、213頁。

49 å. ÑÂÎfl„ËÌ (1997). ë. 339.
50 Ç. ÑÂÏÂÌÚ¸Â‚ (1997). ë. 7.
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領令「ロシアにおける金融産業グループの創設について」によって「ロシア連邦における金

融産業グループの創設に関する規程」が承認された。

　こうして公式型 FIG の第１号として、「ウラル・ザヴォード」が登録された。ウラル・ザ

ヴォードは国防産業部門の会社が七つもある国防産業中心の企業集団であり、まさに、「公

式的な FIG は工業企業の『遅れた』戦略ではなく、『防衛上の』戦略の要素である」という

ことになる(51)。これが登録されたのは1993年12月21日付だが、実際にこれが設立されたの

は同年６月だった(52)。このように、公式型FIG形成に向けた準備は同年ころから本格的に行

われていたことになる。

　さらに、1995年11月30日付の『FIGに関するロシア連邦法』（『FIG法』と略）が制定さ

れるにまで至ったのである。

（ロ）「銀行」の設立をめぐって

　これまでの考察からわかるように、1987年以降に設立されたコンツェルンやアソシエー

ションのなかには、すでに工業企業のみの企業集団ではなく、銀行をも取り込んだ FIG を

形成しようとする萌芽が存在した。市場経済への移行過程でも、既得権益を守り、国家支援

などの「ソフトな予算制約」を求める官僚や旧企業長が存在していた。たとえば、FIG形成

に積極的なのは、「大規模な国有企業ないしポスト国有企業の指導者であり、また軍民転換

を行う国防企業の指導者である」との指摘もあるほどである(53)。したがって、FIGの「先駆

け」として、コンツェルンなどをあげている市場問題研究所の見解は正しい。ソ連時代の一

部の省庁はその管理機構の改編とともに、その「看板」をかえながら、FIG に近づいていっ

たのである。したがって、FIGは1987年以降の経済改革の動きとの「連続性」において理

解しなければならないといえる。ただし、この「連続性」を裏づけるためには、企業集団の

「銀行」の編入について、詳しい考察が必要になる。

　ソ連時代には、「銀行」といえども国有で、「銀行改革」のはじまった1987年以前には、国

内「銀行」として、国立銀行（ゴスバンク）、全連邦投融資銀行（ストロイバンク）、外国貿

易銀行（ヴニェシトルグバンク）、労働貯蓄金庫（ズベルカッサ）の４行しか存在しなかっ

た。1987年７月17日付の共産党中央委員会・閣僚会議決定「国の銀行システムの改善および

経済効率向上に対する銀行システムの作用強化について」（「銀行決定」と略）によって、上

記の「銀行」は①国立銀行、②対外経済銀行、③工業・建設銀行、④農工銀行、⑤住宅・公

共経営・社会発展銀行、⑥住民労働貯蓄・信用銀行に再編されることになった（第３項）(54)。

1988年７月から施行された「協同組合法」に基づいて、協同組合形態による銀行設立が認

められたほか、その後、国有企業が自らの金融子会社として「銀行」を設立することも認め

られた(55)。さらに、1991年には、上記の①を除く５専門銀行すべてが国家から分離された

「銀行」に改組された。また、上記の「銀行」の支店ごとに分離独立したり、「協同組合銀

51 îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó–ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚ Ë ÍÓÌ„ÎÓÏÂ‡Ú˚ (1997). ë. 11.
52 îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚ ‚ ê ÓÒÒËË (1996). ë. 133.
53 à. ëÚ‡Ó‰Û·Ó‚ÒÍ‡fl (1995). ë. 145.
54 塩原（1988）、40頁。

55 塩原（1993）、33頁。協同組合銀行については “A Study of the Soviet Economy”, IMF, World
Bank, OECD, EBRD, 1991, vol. 2, pp. 114-115.
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行」が株式会社化したりしながら、「銀行」が急増した(56)。

　1988年以降から1993年までに設立された「銀行」の設立者（出資者と同義であるかは確

認できず）に注目すると、企業や企業合同が設立したケ－スも多くあるが、省庁やコンツェ

ルン、アソシエーション、連盟が関与した例もある(57)。これらの設立者ごとに分けて表示し

たのが表４である。この表に示された銀行は1997年１月１日現在、銀行業務免許を取得し

ていた2007行のうち、531 行を調査した結果にすぎない(58)。1988年以降、これよりずっと

多くの「銀行」が設立され、そのうちの数百行が1997年までに姿を消したことを考慮する

と、表４の結果から、中央政府・地方政府とも「銀行」設立に広範に関与した可能性が高い

と推測できる。さらに、コンツェルンやアソシエーション、さらに連盟についても「銀行」

の設立に幅広くかかわっていた。この場合、ジャーナリストや法律家の連盟では、本稿の定

義から FIG とはなりえないが、コンツェルンやアソシエーションで、工業・商業企業と判

断できれば、FIG 形成につながるといえる(59)。たとえば、ガスプロムは1989年８月８日付

ソ連閣僚会議決定で、ガス工業省を母体とする国家ガスコンツェルン・ガスプロムに、1992

年11月5日付ロシア連邦大統領令で、ロシア株式会社ガスプロムに改組され、ガスプロム

銀行、インペリアル銀行などの設立によって FIG 化した。ガスプロムは国家に登録されて

いない非公式型の FIG だが、コンツェルン・ノリリスクニッケルのように、もともと国有

企業や企業合同であった企業形態から国家コンツェルンとなり、その参加企業のノリリスク

冶金コンビナートが1990年のウニコムバンク設立にかかわり、部分的なFIG 化、その後、ロ

シア株式会社や持株会社に改組され、公式型 FIG の「インターロス」に組み込まれたケー

スもある。アソシエーションでは、表４にはないが、国家農化学アソシエーション・アグロ

ヒムが1989年に設立したアグロヒム銀行もある。

　一方、表４には示さなかった、協同組合が設立に関与した「銀行」も多数存在する(60)。1989

年に設立されたスタリーチヌイ銀行は協同組合銀行で、その後、SBS銀行、SBSアグロに変

化した。1988年設立の銀行プレミエールや1990年設立の銀行プシキノなどにも、協同組合

が設立に関与していた。

　ここで取り上げた企業集団や組織の「関与」は必ずしも主導的かどうかわからない。それ

でも、「銀行」の設立にこれらの企業集団・組織がかかわり、結果として、何らかの「統合

関係」をもつことになったと推測できる。それ故、こうした「銀行」の設立関与は広義の

56 専門銀行の一部が分離して1990年から1992年に「銀行」となり、1997年１月１日現在まで存

続していたケースは Å‡ÌÍË êÓÒÒËË に掲載されているだけで、③が64件、⑤が48件、④が

19件あるほか、①でも３件ある（ごく一部は重複）。

57 ほかにも、トラスト（建設業などの基本生産単位）、コーポレーション（雇われた経営者に管

理機能を集中させた法人）、大学・研究機関などが「銀行」の設立者となるケースもみられる。

58 銀行業務免許数はÅ˛ÎÎÂÚÂÌ¸ Å‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ëÚ‡ÚËÒÚËÍË, 1997, ‹ 8. ë. 30.
59 公式型FIGを規定した金融産業グループ法第11条第２項では、FIGの中核会社をアソシエー

ションや連盟という形で設立することが認められている。これはこうした企業統合形態で

あっても FIG を形成できるとみなせる根拠となっている。

60 本稿では、協同組合については十分な考察をするだけの余裕がなかった。詳しくは塩原

（1998a）、30-33 頁を参照。
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FIG 設立につながったといえまいか。つまり、以上から、1987年以降の市場導入の試みの

後に生まれた、工業管理機構の再編とそれにともなって創設された企業集団による「銀行」

の設立、さらに自主管理に基づく新生協同組合による「銀行」の設立がFIG 形成につながっ

たと判断できる。それは、FIG を少なくとも1987年以降のソ連時代の「改革」から考察す

る必要性の証左といえる。

3.「投資資金」の確保

（１）ゴルバチョフ政権下の企業改革

　ここまでは主として、銀行が企業集団に組み込まれるまでの企業統合の歴史的変遷につい

て考察した。最後に、「投資資金」の確保という面からもう一度、1987年からはじまった市

場導入後の変化を整理したい。そのために、まず、ゴルバチョフ政権下で行われた「企業改

革」を考察することにしたい。

　ソ連時代には、国家集中投資資金が無償で企業に供与され、それによって創出された生産

フォンドにフォンド使用料を課し、国庫資金の投入自体に対する元利支払いは行わないとい

う仕組みが存在した。この仕組みを改め、企業の自主性を高め、生産効率向上につなげる目

的で、企業の「自己資金」を拡充する一方、国家集中投資を削減するというのがゴルバチョ

フ政権下ではじめられた「企業改革」だった。それを法的に定めたのが1987年の『国有企

業法』であった。投資問題との関連で『国有企業法』をみると、第２条第２項の「企業は完

全ホズラスチョートおよび自己資金調達の原則において機能する」という規定が決定的に重

要である(61)。なぜなら、この規定によって企業（企業合同を含む）は「広義の自己資金」、す

なわち「狭義の自己資金」と「銀行借入」（銀行借入は将来、企業がフォンド使用料などを

納入した後に残される残余利潤から返済されるという意味で「広義の自己資金」に含まれ

る）によって、技術再装備、再建、拡張と呼ばれる投資を自主的に行うことになったからで

ある。この含意は、これまで曖昧だった国庫資金による投資と、「広義の自己資金」による

投資を峻別することであった。

　この制度変更によって、企業は自主的な投資のために「広義の自己資金」を拡充する必要

に迫られた。それを実現するため、『国有企業法』では、企業に留保される投資向け資金で

ある生産発展フォンドが生産・科学技術発展フォンドに拡充される一方、工業省に形成され

ていた統一科学技術発展フォンドが廃止されるなどの変化があった。しかし、上級管理機関

へ一部資金を企業から控除して蓄積し、部門発展のために拠出する制度が存続しており（第

９条第２項）、「自己資金調達」は不完全な形で導入されるにとどまった。一方で、国家生産

合同という新たな企業統合形態を規定した、『決定・省庁活動のペレストロイカ』の第13項

では、国家生産合同に参加組織からの控除によって集中フォンドおよび予備が蓄積され、生

61 ここでいう「自己資金調達」は「ëÓÏÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ」の訳。これを「自己金融」と訳す

ことも可能だが、当時、西側でいう「self-f inancing」には、銀行借入が含まれていないこと

が一般的だった。しかし、当時のソ連では、銀行借入を含めて「広義の自己資金」と考えて

いた。そこで、「自己資金調達」とした。
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産・科学技術・社会的用途の施策の実施に向けられるとされた。これは国家生産合同を１企

業とみれば、同合同の「広義の自己資金」の拡充につながるが、同合同を「中間環節」とみ

れば、各参加企業の資金の一部が上納される制度の存続を意味している。

　1989年ころに存在したコンツェルンの場合には、「集中金融フォンド」と呼ばれる、資金

を傘下の企業から吸収する仕組みが存在した。つまり、国家生産合同やコンツェルン、アソ

シエーションなどの企業集団は「投資資金」などの再配分機構として、これまで省が果たし

てきた役割を代替する役割を有していたといえる。企業や企業合同はより強大な権限をもつ

こうした「看板」を替えただけの企業集団の傘下に入ることで、一定額を上級組織に拠出す

る代わりに「投資資金」の確保をはかろうとしたと考えられる。一方、コンツェルン、アソ

シエーションのような企業集団はその過去の権限を事実上、集中フォンドという形で保持す

ることで集団の「広義の自己資金」を調達した。

　1990年の『企業法』に至って、企業利潤の利用目的選択に対する国家の規制は大幅に緩

和され、企業利潤から生産・科学技術発展フォンドに資金を、国家によって設定された控除

ノルマチーフに応じて控除するという方式は撤廃された。それは、「税金」などを支払った

後に企業に残される利潤の使途を企業が自由に決められるという形で実現された（第21条

第２項）。企業は自らの判断で「投資資金」をどうするかを決定しなければならなくなった

わけである。しかも、『企業法』はすでに指摘したように、企業合同より企業そのものを経

済活動単位として重視する立場をとっていたから、企業レベルでの投資資金確保の方向性が

強く打ち出された。一方、1991年６月26日付ロシアソビエト連邦社会主義共和国法「ロシ

アソビエト連邦社会主義共和国における投資活動について」の第10条では、国家による投

資支援の財源として、補助金、助成金、予算貸付などが明文化された。これは、これまで無

償だった国家集中投資資金のなかに有償資金を導入したという点で注目に値する。というの

は、これによって、企業は無償の国家集中投資資金の削減だけでなく、同資金の一部有償化

に対応すべく、「投資資金」を確保できる体制を構築する必要性に迫られたからである。

（２）「投資資金」確保と「銀行」

　「投資資金」の確保のために、企業集団が注目したのが「銀行」であった。銀行と企業

の関係は一般に、預金、融資、決済、株式所有や配当支払い、有価証券発行・売買や保管、

経営コンサルティング、人的関係などを軸に考えられる。ロシアの「銀行」はこうした業務

を最初からすべて均等に果たしていたわけではない。そのため、「銀行」といっても、先進

国にみられる銀行がはじめから存在したわけではない点に留意しなければならない。そのう

えで、なぜ企業集団が銀行を設立し、集団内に組み込もうとしたのかを考える必要がある。

結論からいえば、第一に、決済の円滑化、第二に、現金の確保、第三に、「投資資金」の確

保が考えられる。「投資資金」を確保するためには、決済の円滑化や現金の確保が前提となっ

ており、だからこそ、ここでは、「投資資金」の確保という視点を強調したわけである。

　決済の問題は決済制度の変更とともに、企業集団にとっては重大な問題であった。ソ連時

代、企業合同は企業と同じく、ゴスバンクに決済口座を集中していたが、1987年の「銀行

決定」によって、ゴスバンクの決済機能は非生産部門の企業向けを除いて、工業・建設銀

行、農工銀行、住宅・公共経営・社会発展銀行に移管された。さらに、こうした銀行が分離
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独立したり、新しい協同組合銀行や株式会社形態の「銀行」が設立されたりする過程で、企

業合同などの企業集団は決済口座をどこに置くかという選択に迫られたのである。しかも、

この過程はソ連崩壊による資材機械補給経路の寸断、価格自由化による混乱、ハイパーイン

フレなど、多くの混乱が生起した時期とも重なっていたから、決済を円滑化できる体制づく

りがきわめて重要であったといえる。このため、同じグループ内に「銀行」を組み込み、決

済を円滑化しようとしたのである。

　決済には、銀行口座での決済以外にも、現金決済、バーター、相互補正（債権債務の帳簿

上の相殺）、「手形」決済などがある(62)。つまり、「銀行」を経由しなくとも、決済は可能だ

が、「銀行」がグループ内にあれば、銀行の発行した「手形」を流通させたり、銀行による

「手形」割引の活用などにより、企業集団内の決済が全体として円滑化する可能性が高い。

また、「銀行」間の送金や決済に時間がかかったり、資金が途中で紛失する恐れさえあった

ことから、企業集団に「銀行」を組み込むことで、こうしたリスクを回避することも可能と

なったといえる。

　一方、現金の確保については、第一に賃金の支払いのために重要であった。そのため、企

業集団は集団内で現金を確保するため、グループの従業員が預金できる「銀行」を保有し、

少しでも現金を集団内にとどめようとしたことが考えられる。別言すれば、「銀行」は従業

員による要求払預金や定期性預金の獲得により、賃金支払い向け現金を確保しようとしたの

である。

　さらに、企業集団は従業員の預金はもちろん、中央政府や地方政府からの補助金、助成

金、予算貸付を「銀行」にプールして、「投資資金」として活用しようとした。さらに、「銀

行」は中央銀行から低利の融資を受けられる面もあった(63)。この際、注目すべきなのは、銀

行利子の会計処理問題である。上述したように、ゴルバチョフによる「企業改革」の結果、

企業は「広義の自己資金」の拡充に迫られたが、改革の過程で、同資金は「狭義の自己資

金」と「銀行借入」に明確に分化、前者はその内容が拡充され、後者はその利子の損金算入

が認められたのである。改革当初、「狭義の自己資金」は「利潤」および「減価償却控除」

によって創出されたが、市場経済化の進展につれて、これらに加えて、有価証券の売却資金

などが加えられた（『企業法』第27条第１項）。

　「銀行借入」については、1987年からはじまった「銀行改革」がこれまで国家資金の援助

を中心に運営されてきた「銀行」を独立採算に改めることによって、「財政」と「信用」を

明確に分離する試みであったと理解するところから出発しなければならない。無償供与の国

62 バーターや相互補正などの問題については、拙稿「ロシア企業の支払い遅延と非通貨取引の

諸問題」（法政大学産業情報センター   Working Paper, 1999, no. 85）を参照。

63 1988年の段階では、工業・建設銀行は中央銀行から年3.6% の金利で貸出を受けられた。住宅･

公共経営･社会発展銀行は3.1% 、農工銀行は1.2% だった。1989年には、それぞれ4.0% 、4.0% 、

1.5% に改められたが、1990年からは中央銀行から部門別銀行に融資する制度から、中央銀行

の地方機関から地域別に分与する制度に変更された。さらに、1992年になると、いわゆる「公

定歩合制度」が生まれ、中央銀行から銀行への短期貸出金利（公定歩合）が一本化された。い

ずれの段階でも、貸出金利は市場実勢レートより低く抑えられていたから、「銀行」は有利な

立場で資金を調達できた（この項の記述はÇ. äÓÍÓÂ‚, Ä. êÂÏËÁÓ‚ (1996). ë. 55. を参照）。
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家の財政資金と、元利払い義務のある信用資金の区別が曖昧であった体制を、「銀行」の独

立採算とともに明確化し、「銀行借入」を「広義の自己資金」というより、返済義務のある

「有利子負債」として位置づける制度に改める必要があったのである。これにともなって、利

子支払いの損金算入制度も生まれ、「銀行借入」のしやすい制度も導入されたわけである(64)。

　以上を前提として、「銀行」の企業集団への編入により、「投資資金」の確保しやすい環境

が生まれることになる。だからこそ、ロシアの経済学者は FIG 設立のうえで、「投資資金」

の確保をきわめて重視しているのである。たとえば、クリコフ、ラティシェワ、ニコラエフ

は FIG の利点として、投資過程の実現と活性化を指摘しているし、ミンガゾフも FIG 設立

による投資向け資金の迅速な動員を重視している(65)。チトフ、コロブコワも「工業企業に

とって、FIGへの参加のもっとも強力な刺激の一つは投資誘引の将来性である」と指摘して

いる(66)。さらに、モフセシャンのように、生産企業によるFIG での投資とFIG 外での投資を

比較して、前者の優位性を説く主張もある(67)。

　さらに、公式型FIGについては、FIG形成によって、投資が実際に増加したとするヴィン

スラフの主張もある(68)。公式型FIGの場合には、FIG内の銀行からの融資はもちろん、国家

保証による投資向け銀行融資も期待できた。それでも、公式型 FIG 設立後、間もない現時

点ではヴィンスラフの見解が妥当だと判断することはできない。ここまでの考察で確認でき

るのは、国家集中投資資金の減少に対応する企業集団の「広義の自己資金」の拡充の必要性

が決済の円滑化や現金の確保を前提とする「投資資金」の確保を可能とする「銀行」を編入

した、FIGの設立を促したという側面である。だからこそ、この変化がはじまった1987年

以降の「連続性」のなかで、FIG を考える必要があるわけである。

むすびにかえて

　ここまでの考察は工業管理機構の変化からFIGの「連続性」を主張するものであった。し

かし、非公式型 FIGを含めた FIGの実態をみると、「銀行」主導によるFIG 形成も広範にみ

られる。こうした「銀行」のなには、SBSアグロのように、協同組合銀行からスタートした

という意味で、市場経済導入がはじまった1987年以降の変化を受けたところもある。イン

コム銀行のように、プレハノフ記念国民経済大学が設立に関与したケースもある。しかし、

オネクシム銀行のように、新生ロシアになって大銀行にまで成長した「銀行」もたしかに存

在する。それ故、すべてのFIGについて、1987年以降の「改革」からの延長線でとらえる

ことはできない。

64 利子支払いの損金算入については塩原（1993）、 52-53頁を参照。「銀行借入」については、筆

者の修士論文「ソ連企業の『自己金融』方式に関する一考察」の第２章第３節「『信用』と『財

政』」を参照。

65 Ç. äÛÎËÍÓ‚,  É. ã‡Ú˚¯Â‚‡, Ä. çËÍÓÎ‡Â‚ (1993). ë. 18. およびï. åËÌ„‡ÁÓ‚ (1993). ë. 56.
66 îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚ (1996), Ò. 74.
67 Ä. åÓ‚ÒÂÒflÌ (1997). ë. 377-404.
68 塩原（1998a）、89-91 頁。
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  それでも、残りの大多数のFIGについては、まだ社会主義経済時代の1987年からはじまっ

た、市場経済導入の試みの延長線上に生まれたと考えることができるのではないか(69)。こう

考えたとき、はじめて生産手段が「国家所有」のもとにあった体制を「私的所有」に改める

困難が理解できるのではないかと思われる。ロシア経済に占めるいわゆる「非公式経済」の

ウエートの高さも、こうした「連続性」に対する理解なしには、説明ができない。それ故

に、こうしたロシア経済の「特殊性」を知るためにも、公式型 FIG だけで GDPの１割を超

え、ロシア経済に重要な役割を果たしている FIG について正しい視点から考察することが

きわめて重要なのである。
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表１　企業合同の推移

年　末 企業合同の数
工業販売高に占める 全工業従業員数に占める
企業合同の販売高割合(%) 企業合同の従業員割合(%)

1970* 608 6.7 6.2

1975 2,314 24.4 28.8

1980 4,083 48.2 50.1

1981 4,144 47.9 50.3

1982 4,206 49.5 51.0

1983 4,259 49.4 51.3

1984 4,295 49.5 51.5

1985 4,378 50.3 52.7

1986 4,294 50.1 54.9

1987 4,367 51.0 56.2

1988 4,587 55.7 58.6

1989 4,689 57.9 60.6

1990 4,593 55.9 58.1

（注） *1970年10月1日現在。
（出所） ç‡Ó‰ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó ëëëê ‚ 1990 „., Ò. 350.

ç‡Ó‰ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó ëëëê ‚ 1985 „., Ò. 91.
（備考） 企業合同には、「科学生産合同」を含めて表示した。

表２　自発的企業合同の種類

コンツェルン

科学技術・生産発展、投資・金

融・対外経済活動機能の自発

的集中化。部門別や部門間の

形態をとる。

例…ノリリスクニッケル、ガ

スプロム、部門間国家合同エ

ネルゴマシ、同テクノヒム、同

クヴァンテンプ、テクステク

ロ、マーガリン工業など

経営アソシエーション

課題解決、専門性の深化、協力

の発展、共同生産の組織化の

ため、生産経営活動を調整す

る自発的な企業の連合。企業

の省庁の所属は変化しない。

例…アグロヒム、ストロイイ

ンドゥストリヤ、エネルゴバ

ランス、ソユーズインチェル

メド、ルーシなど。

コンソーシアム

具体的課題の解決、特定目的

プログラムやプロジェクトの

実現のための暫定的な自発的

な企業の連合。課題遂行後、コ

ンソーシアムは活動停止。

例…23の部門間科学技術コン

プレクス。シャポヴォ。エネル

ゴエクスポルト。エネルギヤ。

スチェクロプラスチクなど。

（出所）åËÎ¸ÌÂ Å. êÂÙÓÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÂÙÓÏ‡ÏË. åÓÒÍ‚‡: àÌÒÚËÚÛÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË
êÄç, 1994. ë. 189- 190.
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表３　1990年１月１日現在の企業集団数（ソ連統計国家委員会調べ）

コンツェルン 17

部門間国家合同 16

アソシエーション  207

株式会社 25

コンソーシアム 10

（出所） åËÎ¸ÌÂ Å. êÂÙÓÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÂÙÓÏ‡ÏË. åÓÒÍ‚‡: àÌÒÚËÚÛÚ
˝ÍÓÌÓÏËÍË êÄç, 1994. ë. 187.

表４　1988年から1993年までに設立された「銀行」の設立参加者別一覧

（括弧内は設立年）

所　　　　　　　属 銀　　　行　　　名

ソ連無線工業省 プロムラドテク銀行（1990）

ソ連電子工業省 フォノン（1989）

ソ連国防工業省 マシ銀行（1989）

ソ連閣僚会議資材機械補給国家委員会 トコ銀行（1990）

ソ連運輸建設省特別トラスト ウラルトランス銀行（1990）

ロシアソビエト連邦社会主義共和国建設資材工業省＊ ロスストロム銀行（1989）

ロシアソビエト連邦社会主義共和国通信省 通信銀行（1991）

タタールスタン共和国保健省 Avwrs（1990）

バシコルトスタン共和国林業省・同農業食糧省 バシキリヤ（1990）

バシコルトスタン共和国通商省・同林業省 ソツインベスト銀行（1990）

カバルダ・バルカル共和国通商省 ナリチク（1990）

国家ガスコンツェルン・ガスプロム ガスプロム銀行（1990）

〃 インペリアル銀行（1990）

〃 スルグートネフチガス銀行（1990）

国家コンツェルン・ノリリスクニッケル・ノリリスク
冶金コンビナート・ノリリスクニッケル ウニコム銀行（1990）

コンツェルン・ヴィボルグ ヴィボルグ銀行（1990）

コンツェルン・エニセイレス、同クラスノヤスルク
カヴィア エニセイ（1990）

コンツェルン・メジインベストル メジインベスト銀行（1992）

ロシア革新コンツェルン・ロスインコム ノーヴァヤ・モスクヴァ（1992）
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国家情報技術プログラムコンピューター
サービス・アソシエーション

インフォルムテクニカ（1991）

ロシア連邦資材機械通商省資材委員会付属アソシエ
シエーション・ロシアソツィアリナヤスフェーラ ソツゴル銀行（1992）

ロシア工業建設銀行アソシエーション ストロイヴェスト銀行（1991）

ソビエトアソシエーション・ペレスペクチーヴヌイエ
・マチェリアルイ エルコム銀行（1990）

外国組織協力アソシエーション・ミール RNKB（1990）

（外国組織協力）アソシエーション・ミール インコム銀行（1988）

スモレンスク対外関係アソシエーション インテル銀行（1990）

ウラル合弁会社アソシエーション ドゼルジンスキー（1990）

対外経済アソシエーション・インテルビジネス ネクリス銀行（1991）

ビジネス協力アソシエーション・ノルマ、
アソシエーション・ゼルAKS ゼラク銀行（1991）

果実野菜栽培アソシエーション・ゲヤ コンコルド（1991）

アソシエーション・ノーヴァヤロシア メスト銀行（1990）

アソシエーション・スペツトランステクノロギヤ ネフチプロム銀行（1992）

サンクトペテルブルク消費者協同組合企業
アソシエーション ペロフスキー（1990）

アソシエーション・Akkor ロスドム銀行（1992）

アソシエーション・チャジマシインフォルマチカ SDM銀行（1991）

ノヴォシビルスク自営農アソシエーション シベリア自営農銀行（1992）

モスクワ国際文化協力アソシエーション スラヴィヤ（1993）

ロシアジャーナリス連盟 マスメディア銀行（1992）

ロシア産業家企業家連盟 オグニモスクヴィ（1993）

ロシア銀行連盟 MBO オルグ銀行（1990）

ソ連法律家連盟 ロッシースキー・クレジット（1990）

（出所）Å‡ÌÍË êÓÒÒËË. åÓÒÍ‚‡: ééé «àÌÚÂÎ·Ë‰Ê èÎ˛Ò», 1997.
（注） ＊建設資材工業省は1988年４月８日付で連邦・共和国省から全連邦省に改組されたから、

1989年の時点でロシアソビエト社会主義共和国に同省が存在したかどうか確認できない。

（付記）「銀行」の設立者のなかには、上記以外の企業や組織が含まれているケースが多い。ここで

は、設立主導者とは無関係に、設立に関与した参加者のうち、上記の機関・組織が関与した

ケースを表示している。また、一部の記述が不正確なため、作成者の判断で記入を取り止め

たり、表記を変更したものがある。

連
　
　
　
　
盟

ア
　
　
ソ
　
　
シ
　
　
エ
　
　
ー
　
　
シ
　
　
ョ
　
　
ン



－213－

ロシアの金融産業グループに関する一考察

Financial-Industrial Groups
—Continuity and Change in the Russian Corporate Development—

Toshihiko Shiobara

This article examines continuity and change in the development of financial-industrial
groups (FIGs) in Russia. FIGs usually embrace one or several banks and one or several indus-
trial enterprises. Looking at how Russian enterprises are transformed into FIGs, I focus on the
process of reforming systems of control and incentives over savings and investment decisions.

In the Soviet era, after 1973, enterprises and production associations were under the
control of ministries or so-called industrial associations. At that time, production associations
were recognized as legitimate industrial groups, but there were no FIGs. But under the power
of Gorbachev, he decided to open brand-ne w businesses, which meant the first step to the
market economy. On June 30, 1987, the Soviet law concerning governmental enterprises was
enacted to introduce a self-f inancing system for enterprises and production associations. This
new self-f inancing system enlarged power of enterprise managers in the decision-making, b ut
it did not basically change the old system of control over the industry. Branch ministries and
other hierarchical structures still existed exerting a strong pressure on enterprises. The law
alleviating them was enacted in July 17 1987.

On August 3, 1989, the Soviet law concerning the introduction of amendments and
additions of governmental enterprises law was enacted.  It added a 7th clause to the 5th article,
which stated that enterprises, associations and organizations could establish concerns, consor-
tiums, inter-sector go vernmental associations and governmental production associations on
the basis of contracts. This both confirmed the existence of, and gave official sanction to the
newly established industrial groups.

Some Russian economists have claimed that establishing of these groups was merely a
change in signboards. Ministries kept enjoying enough power and control over enterprise poli-
cies. Staff of ministries tried to keep their rights and interests by pretending to follow new
economic policies. Their powers were so strong that they could maintain their positions and
promulgate a new law about Soviet-enterprises which w as enacted in June 4, 1990.

After the election of the Russian republic of the USSR in March 1990, radical reformers
gained a majority in parliament.

Following this, the law concerning privatization of governmental and autonomous en-
terprises was enacted. The 4th clause of the 8th article in this law decreed that holding compa-
nies could be established by enterprises of associations. This showed that the Russian govern-
ment did attempt to change concerns, consortiums, inter-sector go vernmental associations
and governmental production associations into joint stock companies under control of hold-
ing companies. By keeping corporate grouping, the staff of those groups could maintain their
powers throughout the process of privatization.

The defeat of the August 1991 putsch of communist hard-liners accelerated the shift to
capitalism. The decree of the Russian president on November 16, 1992 approved of measures
governing holding companies activities at the time of the privatization of governmental enter-
prises into joint stock companies. According to these measures, 10 holding companies such as
Gazprom, Russian United energy system, YuKOS and so on were authorized to do business.
Moreover, Gazprom developed into a FIG by establishing private banks such as Gazprombank
and acquiring a share of the Imperial Bank.

On the other hand, leaders of military industries, which were confronted with economic
difficulties after the collapse of the USSR, planned to introduce officially registered FIGs in
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order to receive assistance from the government. Their lobbying efforts resulted in a Presiden-
tial Decree, of December 5 1993, allowing so called “official FIGs”.

Examining the history of how control in the industry has been transformed, one can
conclude that the observed changes have resulted from lobbying activities of old managers
and politicians. But why they tried to establish FIGs? One of the reasons is that they wanted to
keep their power. But another important factor was to keep investment funds within the groups.

On the process of the reform of the industrial system, the government tried to decrease
subsidies to enterprises, forcing them to earn more themselves. The Soviet law concerning
governmental enterprises on June 30 1987 decided to abolish united fund for development of
science and technology on the level of industrial ministries in order to keep a lot of investment
resources on the level of enterprises. But the system of paying some profits to upper class
organization was not changed. Therefore, at this time the self-f inancing system was imperfect.

In the case of concerns, they kept concentrated financial funds by collecting profits from
their participants. This means that one of the purposes of establishing concerns was to mobi-
lize funds as before.

On the other hand, FIGs were instrumental for accumulating investment resources in
their own banks. Often they established their own banks (sometimes called “pocket banks”) to
be used for intra-group transactions, for k eeping the liquidity and for mobilizing investment
resources. For example, the Radio Ministry of the USSR had established Promradtekhbank in
1990. State concern, Norilisk Nikel Metallurgy Complez, which became one of the members of
an official FIG (Interros).

Of course, several FIGs were led by newly established banks such as ONEKSIMbank,
which was established after the collapse of the USSR. But SBS-Agro, Alfa Bank, Most Bank,
which established FIGs, were developed by the founders of cooperatives, which were estab-
lished after the Gorbachev’s economic policy. Therefore, I come to conclusion that ignoring
continuity in Russian corporate development one cannot correctly understand the evolution
of Financial-Industrial Groups.


